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案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

その他
特記事項

予定価格及び
積算内訳

１社（業者指定）

随意契約
の理由

東京労働局ネットワークシステムで利用しているグループウェア「desknet's CAMS」の両方のサービス
を提供している業者が当該業者以外存在しないため。

根拠法令 会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

\2,900,520円 契約年月日 平成21年4月1日

契約業者名
及び住所

株式会社ネオジャパン

発注（契約）
内     容

東京労働局ネットワークシステムの保守

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

東京労働局ネットワークシステムは、局内・署所のスケジュール管理をはじめ、設備予約や文書連絡、
情報交換等、情報の共有化による業務の円滑な推進を図ることを目的に、平成14年10月から導入してい
るものである。ついては、平成21年度においても、引き続き同システムの運用により、業務の簡素化・
合理化及び円滑な業務運営に資することとする。

随意契約理由書

東京労働局ネットワークシステムの保守 要求部署名 総務部企画室
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